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中
国
に
お
け
る
国
営
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用

木

毅

社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
支
配
的
な
所
有
制
は
全
人
民
所
有
制
で
あ
る
。
現
段
階
の
全
人
民
所
有
制
は
固
有
制
と
同
視
さ
れ
、
し
た

が
っ
て
全
人
民
所
有
制
の
企
業
は
国
家
、
具
体
的
に
い
え
ば
中
央
・
地
方
の
政
府
に
よ
っ
て
所
有
、
経
営
さ
れ
る
国
営
企
業
で
あ
る
。

中
国
で
は
、
当
初
全
人
民
所
有
制
の
企
業
を
国
営
も
し
く
は
公
営
企
業
と
い
っ
た
が
、
一
九
五
二
年
国
営
企
業
の
名
称
に
統
一
さ
れ
た
。

国
首
企
業
(
以
下
企
業
)
は
経
営
に
必
要
な
一
定
額
の
資
金
|
|
資
金
は
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
資
本
と
峻
別
さ
れ
る
苧
会
主
義
経

済
範
時
で
あ
九
ー
ー
を
所
有
す
る
。
資
金
は
回
転
過
程
に
貨
幣
資
金
生
産
資
金
|
商
品
資
金
貨
幣
に
変
態
す
る
。
こ
の
資
金
の
変

態
は
資
金
の
価
値
回
転
に
お
け
る
型
態
転
換
で
あ
り
、
価
値
回
転
方
式
の
相
違
に
よ
っ
て
資
金
は
固
定
資
金
と
流
動
資
金
と
に
区
分
さ

れ
る
。
資
金
の
価
値
回
転
方
式
の
相
違
は
資
金
の
物
質
的
消
耗
方
式
の
相
違
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
物
質
的
要
素
の
更
新
・
補
償
方
式

と
不
可
分
に
連
関
し
て
い
お

Q

固
定
資
金
の
主
要
な
構
成
要
素
は
生
産
用
建
物
・
設
備
等
の
労
働
手
段
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
物
質
型
態

の
総
括
が
固
定
資
産
で
あ
る
。
流
動
資
金
の
構
成
要
素
の
典
型
は
原
料
・
材
料
・
燃
料
等
の
労
働
対
象
で
あ
り
、
こ
れ
に
仕
掛
品
・
成

一
九
五

O
年
七
月
三
十
一
日
公
布
の
中
国
政
務
院
暫
行
弁
法
を
か
り
て
よ
り

ロ
ヴ
現
金
等
を
ふ
く
め
、
総
括
し
て
流
動
資
産
と
い
う
。

詳
細
に
み
よ
う
。
固
定
資
産
は
生
産
用
家
屋
・
建
物
・
動
力
設
備
・
伝
導
設
備
・
生
産
機
器
設
備
・
工
具
と
生
産
上
応
用
の
器
具
・
運

輸
工
具
・
家
具
用
品
・
予
備
固
定
資
産
、
土
地
投
資
、
農
業
生
産
と
副
業
用
固
定
資
産
、
財
貨
販
売
と
供
給
用
固
定
資
産
、
住
宅
と
附

中
国
に
お
け
る
国
営

J

企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用

第
九
十
三
巻

I"l 
七

第
四
号

九



中
国
に
お
け
る
国
首
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用

第
九
十
三
巻

四
ノ¥

第
出
号

。

仕属
掛建
品築

物
成
品文

イtニ
零生
細活
修手
理段
用用
備 と
品衛

生
包保
装健
器用
材固

定
安資
価産
な等
消
耗流
品動

資
前産
払』よ

金原
料

未 と
収主
金要

材
手料
E雫・
現購
金入
等半
で成
あ品
る・

0 補
助
材
料

燃
料

固
定
資
金
と
流
動
資
金
の
区
分
は
さ
ら
に
資
金
調
達
・
管
理
の
区
分
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
基
本
上
、
固
定
資
金
は
無
償

l
無

利
子
・
無
返
済
の
財
政
支
出
則
政
資
金
、
流
動
資
金
は
一
部
壱
財
政
資
金
、
大
部
分
を
有
償
l
利
子
付
・
期
日
返
済
の
国
家
銀
行

(
中
国
で
は
中
国
ん
民
銀
行
以
下
園
行
〕
貸
出
信
用
資
金
に
よ
り
て
充
足
さ
れ
志
。
固
定
資
金
と
流
動
資
金
、

財
政
資
金
と
信
用
資
金

の
相
互
転
換
は
許
古
れ
ず
、
財
政
資
金
と
そ
れ
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
固
定
資
金
と
流
動
資
金
の
使
用
は
財
政
部
門
と
企
業
主
管
部
門
、

信
用
資
金
と
そ
れ
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
流
動
資
金
の
使
用
は
国
行
に
よ
ヮ
て
管
理
さ
れ
る
、
中
国
の
表
現
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
分
別

管
理
の
原
則
が
厳
守
さ
れ
る
。
資
金
総
額
の
決
定
、
固
定
資
金
と
流
動
資
金
・
財
政
資
金
と
信
用
資
金
の
配
分
は
国
民
経
済
的
観
点
か

ら
統
一
的
・
均
衡
的
に
行
な
わ
れ
る
た
め
、
分
別
管
理
と
と
も
に
統
書
考
臆
(
資
金
を
統
一
的
計
画
の
下
で
考
慮
す
る

γ
統
合
平
衡
(
国
民

経
済
地
区
・
部
門
企
業
等
に
お
付
る
財
貨
と
資
金
の
総
合
的
な
均
衡
を
保
証
す
る
)
一
・
統
一
調
度
(
統
一
的
・
集
中
的
に
資
金
を
調
達
、
処
理
す
る
)

等
の
原
則
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
企
業
所
要
の
資
金
が
す
べ
て
財
政
資
金
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
こ
と
は
最
も
筒
便
で
あ
ろ
う
が
、
な

お
商
品
生
産
と
貨
幣
経
済
が
存
仕
し
、
特
に
貨
幣
が
支
払
手
段
と
し
て
機
能
し
、
ま
た
一
方
で
は
暫
時
的
な
遊
休
資
金
が
存
在
し
、
他

方
で
臨
時
的
な
追
加
資
金
需
要
が
発
生
す
る
現
実
状
況
か
ら
信
用
は
か
く
己
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ω企
業
等
の
資
金
回
転
過
程
に
お
け
る
遊
休
金
、
使
用
前

遊
休
資
金
は
国
行
の
預
金
壱
通
じ
て
動
員
さ
れ
る
。
そ
の
存
在
型
態
は

の
減
価
償
却
費
・
労
貨
基
金
・
そ
の
他
の
専
用
基
金
、
国
庫
上
納
前
の
税
金
・
利
潤

川
阿
国
家
財
政
の
遊
休
資
金
と
余
剰
金

同
判
事
業

単
位
・
政
府
機
関
・
団
体
等
の
遊
休
資
金

で
あ
る
。
こ

の
外
、
国
行
が
実
際
に
運
用
で
き
る
資
金
に
は
国
行
自
身
の
資
金
と
商
品
流
通
の
拡
大
を
前
提
と
し
て
増
発
さ
れ
る
貨
幣
が
あ
る
。

川
間
集
団
所
有
制
生
産
単
位
の
収
入
と
信
用
協
同
組
合
預
金

制
人
民
貯
蓄



国
行
に
集
中
さ
れ
る
資
金
は
、
個
人
貸
山
も
あ
る
が
、
主
と
し
て
全
人
民
所
有
制
と
集
団
所
有
制
の
経
済
成
分
に
貸
出
さ
れ
、
一
部

の
農
業
基
本
建
設
・
小
型
工
業
基
本
建
設
に
対
す
る
長
期
資
金
を
除
き
、
工
業
・
農
業
・
商
業
等
の
短
期
流
動
資
金
を
充
足
す
お
む
流

動
資
金
等
の
貸
出
金
は
す
べ
て
国
行
に
開
設
さ
れ
る
各
種
勘
定
口
座
を
通
じ
て
払
出
さ
れ
、
こ
の
支
払
段
階
に
現
金
使
用
の
許
さ
れ
る

も
の
と
無
現
金
決
済
を
行
な
う
も
の
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
現
金
貸
出
と
無
現
金
貸
出
に
区
分
さ
れ
る
。
資
金
回
転
の
過
程
で
は

現
金
貸
出
と
無
現
金
貸
出
は
判
然
と
区
分
し
が
た
く
、
相
互
に
転
換
し
あ
う
場
合
も
あ
る
が
、
決
し
て
無
条
件
的
・
無
差
別
的
で
は
な

い
。
現
金
使
用
の
範
囲
は
貨
幣
管
理
制
度
に
よ
っ
て
厳
重
に
規
制
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
制
は
信
用
資
金
の
み
な
ら
ず
財
政
資
金
の
使

用
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
、
企
業
・
政
府
機
関
・
部
隊
・
協
同
組
合
・
団
体
等
の
す
べ
て
の
経
費
・
資
金
は
国
行
口
座
を
通
じ
て
処
理

さ
れ
、
特
に
企
業
に
対
し
て

足
さ
せ
る

同
州
全
国
的
基
盤
で
物
資
調
達
処
理
計
画
を
執
行
し
売
買
契
約
を
履
行
し
協
同
作
業
の
条
件
を
実
現
さ
せ
る

∞
原
材
料
の
時
期
・
品
質
・
数
量
に
応
じ
た
調
達
処
理
を
促
進
し
工
農
生
産
の
高
度
発
展
の
要
請
を
満

同
刷
物
資
の
分

配
過
程
を
は
や
め
物
資
密
生
産
も
し
く
は
市
場
に
投
入
さ
せ
る

る
と
し
て
い
る
。
無
現
金
決
済
に
は
取
引
代
金
を
そ
の
つ
ど
援
替
も
し
く
は
小
切
手
に
よ
っ
て
国
行
口
座
を
通
じ
て
授
受
す
る
方
式
と

相
互
に
相
殺
勘
定
口
座
を
開
設
し
取
引
差
額
を
定
期
的
に
一
括
清
算
す
る
方
式
と
が
あ
り
、
後
者
が
よ
り
上
述
の
作
用
を
発
揮
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
中
国
で
は
前
者
の
採
用
段
陪
に
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
無
現
金
決
済
は
、

上
に
達
し
て
い

5
。

川
間
決
済
過
程
に
社
会
労
働
と
費
用
を
節
約
す
る

作
用
を
期
待
で
き

一
九
五
九
年
国
行
収
支
総
額
の
八
五
%
以

周
知
の
通
り
、
社
会
主
義
社
会
の
貨
幣
流
通
は
流
通
中
の
貨
幣
量
が
商
品
流
通
に
必
要
な
貨
幣
量
に
適
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
法
則
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
信
用
が
こ
の
貨
幣
流
通
法
則
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
信
用
は
生
産
過
程
や
流
通
過
程

に
直
接
結
び
つ
く
よ
う
計
画
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
用
の
準
拠
す
る
原
則
も
ま
た
こ
の
点
に
立
脚
し
て
い
る
。

中
国
に
お
け
る
国
管
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用

第
光
十
三
巻

四
九

第
山
号



中
国
に
お
け
る
国
営
企
業
描
動
資
金
と
銀
行
信
用

第
九
十
三
巻

五。
第
四
号

一
、
計
画
的
貸
出
の
堅
持

企
業
は
借
入
計
画
を
編
製
し
、
主
管
部
門
の
審
査
を
経
て
資
金
を
国
行
か
ら
借
入
す
る
。
企
業
の
借
入

計
画
は
生
産
・
流
通
・
財
務
の
計
画
に
も
と
づ
い
て
作
製
さ
れ
、
国
民
経
済
計
画
の
要
求
に
て
ら
し
て
査
定
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
計

画
的
貸
出
の
堅
持
は
企
業
生
産
・
流
通
・
財
務
計
画
の
実
現
を
監
督
し
、
国
民
経
済
計
画
の
完
成
を
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、

国
行
貸
出
は
専
款
専
用
(
決
定
さ
れ
た
用
途
に
使
用
さ
れ
る
)
を
原
則
と
す
る
。

二
、
物
的
保
証

資
金
の
運
用
は
財
貨
運
動
と
結
合
し
、
す
な
わ
ち
財
貨
の
給
付
と
貨
幣
の
反
対
給
付
・
貨
幣
の
給
付
と
財
貨
の
反

対
給
付
が
密
接
不
可
分
に
結
合
す
る
こ
と
を
保
証
し
、
商
業
信
用

l
企
業
間
信
用
は
許
さ
れ
な
い
。

一
定
循
環
段
階
中
の
物
資
在
庫
に
適
応
し
、
貨
幣
と
財
貨
の
均
衡
を
保
証
し
、
引
い
て
は
全
社
会
の
財
貨
流
通
と
貨
幣
流
通
の
正
常
的

一
定
期
聞
の
信
用
運
動
は
企
業
の

進
行
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
期
日
返
済

借
入
し
た
資
金
は
期
日
に
返
済
さ
れ
る
。
期
日
返
済
の
た
め
に
は
、
企
業
が
生
産
(
流
通
)
計
画
に
よ
っ
て
経
常
的

な
自
己
資
金
を
所
有
す
る
外
に

ω借
入
資
金
で
品
質
・
規
格
・
数
量
が
す
べ
て
要
求
に
合
致
す
る
必
要
原
材
料
を
購
入
す
る

(2) 

納
期
日
に
生
産
物
を
販
売
し
販
売
計
画
を
完
成
す
る

要
求
に
し
た
が
っ
て
生
産
費
を
低
減
し
利
潤
計
画
を
完
成
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
期
日
返
済
は
生
産
・
流
通
計
画
の
実
現
を
前
提

れ
ら
の
原
材
料
を
生
産
に
投
入
し
生
産
計
画
を
期
日
に
完
成
す
る

川
阿
国
家
の

と
し
、
し
た
が
っ
て
期
日
返
済
の
能
否
に
企
業
管
理
と
経
済
計
算
の
良
否
を
測
定
す
る
検
査
尺
度
と
な
り
、
信
用
は
国
家
が
企
業
に
対

し
行
な
す
、
い
わ
ゆ
る
貨
幣
に
よ
る
統
制
の
有
力
な
手
段
と
な
る
の
で
あ
る
。
期
日
返
済
不
可
能
な
場
合
、
企
業
は
生
産
・
流
通
計
画

に
し
た
が
わ
ず
、
不
良
品
を
生
産
し
、
滞
貨
を
生
じ
、
欠
損
を
招
き
、
自
己
流
動
資
金
を
消
失
し
た
こ
と
に
な
り
、
当
然
適
当
な
制
裁
、

た
と
え
ば
期
日
超
過
貸
出
利
子
率
の
引
上
げ
・
担
保
買
却
に
よ
る
強
制
回
収
・
一
部
ま
た
は
全
部
の
借
入
権
取
消
し
・
期
日
前
返
済
等

の
措
置
が
と
ら
れ
る
。



上
掲
の
諸
原
則
に
も
と
づ
く
信
用
供
与
は
銀
行
事
業
の
集
中
統
一
管
理
を
基
礎
と
し
、
集
中
統
一
管
理
は
金
融
の
凶
行
集
中
と
金
融

管
理
権
の
中
央
集
中
を
内
容
と
す
る
。
国
行
を
除
く
い
か
な
る
機
関
・
企
業
・
団
体
も
預
金
・
貸
出
を
経
営
し
、
貨
幣
を
発
行
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
国
行
は
国
家
の
依
託
を
-
つ
け
て
金
融
政
策
を
執
行
し
、
金
融
活
動
全
般
を
指
導
し
監
督
す
る
。
国
行
は
一

国
で
は
経
営
機
関
、
他
国
で
は
行
政
機
関
と
し
て
機
能
す
る
。

ω
政
務
院
、
関
於
各
扱
政
府
経
営
的
企
業
名
称
的
規
定
、
中
央
人
民
政
府
法
令
会
編
〈
以
下
中
法
)
一
九
五
二
年
。

ω
ソ
連
邦
経
済
学
教
科
書
、
一
九
五
八
年
、
邦
訳
汝
訂
第
三
版
第
四
丹
冊
、
四
八
五
頁
。

段
一
五
、
流
動
資
金
、
信
貸
資
金
及
其
管
埋
問
題
、
紅
旗
、
一
九
五
九
年
、
二
。

陳
共
、
関
於
流
動
資
金
概
志
的
理
個
問
題
、
経
済
研
究
、
一
九
ハ
三
坪
、

b
。

政
務
院
財
政
経
済
委
員
会
(
以
下
財
経
委
、
関
於
国
家
企
業
資
産
情
理
及
佑
価
暫
行
弊
法
、
新
華
月
報
、
一
一
一
一
。

高
剤
、
論
国
家
銀
行
在
社
会
主
義
建
設
中
的
作
用
、
経
済
研
究
、
一
九
六
二
年
、
一

0
0

段
一
品
、
上
掲
論
文
句

時
噛
瑞
祥
、
関
於
貨
幣
流
通
同
商
品
流
通
栢
適
応
的
幾
個
問
題
、
経
済
研
究
、
一
九
六
三
年
、
コ
。

貰
達
、
担
行
信
貸
原
則
和
貨
幣
流
通
、
経
済
研
究
、
一
九
六
三
年
、
九
。

黄
豆
光
、
我
国
担
行
的
現
金
結
算
、
紅
旗
、
一
九
六

O
年
、
一
六
。

黄
耳
光
、
上
掲
論
士
。

李
佐
文
、
従
信
貸
的
償
還
原
則
到
銀
行
的
監
督
作
用
、
紅
旗
、
一
九
六
二
年
、
六
。

(7) (司 (5)(4) (3) (l(j (9) (8) 中
国
に
お
け
る
国
行
の
流
動
資
金
貸
出
制
度
は
一
九
五

O
年
木
か
ら
五
一
年
初
に
い
た
る
時
期
一
九
五

O
年
十
二
月
二
十
五
日
貨

幣
管
理
実
施
弁
託
、
五
一
年
一
月
二
十
五
日
国
行
貸
出
総
肌
〆
公
布
さ
れ
る
時
期
に
確
立
さ
れ
た
。

さ
て
、
貸
出
の
前
提
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
企
業
が
融
資
可
能
な
一
定
の
条
件
を
そ
な
え
る
こ
と
で
あ
る
。
上
述
法
令
に
よ
れ
ば
、
次

の
二
一
で
あ
る
。

中
国
に
お
け
る
国
営
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用

第
九
十
三
巻

五

第
四
号



中
国
に
お
け
る
国
営
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用

第
九
十
三
巻

:li 

第
四
号

四

一
、
経
済
計
算
制
を
実
行
す
る
。

二
、
独
立
会
計
制
度
を
有
す
る
。

三
、
自
己
流
動
資
金
を
有
す
る
。

経
済
計
算
制
は
社
会
主
義
社
会
に
と
っ
て
客
観
的
に
必
要
な
、
生
産
を
絶
え
ず
増
大
す
る
決
定
的
な
要
因
で
あ
る
労
働
の
節
約
を
実

現
す
る
制
度
で
あ
る
u

具
体
的
に
い
え
ば
、
企
業
を
計
画
的
に
経
営
す
る
型
態
で
あ
っ
て
、
価
値
法
則
の
作
用
に
よ
っ
て
造
り
だ
さ
れ
、

経
費
と
経
済
活
動
の
結
果
を
貨
幣
で
比
較
L
、
企
業
の
支
出
を
そ
の
企
業
自
身
の
収
入
で
補
填
し
、
資
金
・
資
材
を
節
約
し
、
生
産
の

採
算
性
を
確
保
す
る
。
経
済
計
算
は
企
業
に
対
す
る
国
家
と
そ
の
機
関
と
の
指
導
を
各
企
業
の
業
務
上
の
自
主
性
と
結
び
つ
け
る
と
こ

ろ
に
基
礎
を
お
き
、
企
業
と
そ
の
個
々
の
部
分
の
活
動
に
対
し
て
貨
幣
の
統
制
を
絶
え
ず
行
な
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
信
用
は
企
業

に
対
し
て
行
な
う
貨
幣
の
統
制
の
重
要
な
手
段
で
あ
り
、
企
業
の
収
入
と
原
価
の
計
画
・
流
動
資
金
の
支
出
計
画
等
の
遂
行
を
点
検
す

る
こ
と
と
結
び
つ
い
て
、
経
済
計
算
制
を
採
用
さ
せ
、
こ
れ
を
強
化
し
、
同
時
に
経
済
計
算
制
は
こ
の
点
検
の
条
件
を
設
定
す
る
。
経

済
計
算
の
具
備
す
る
要
件
は
集
中
指
導
独
立
経
済
結
合
の
原
則
の
実
行
、
定
額
制
度
(
流
動
資
金
定
額
・
労
働
時
間
定
額
・
原
材
料
消
耗
定
額

等
)
と
生
産
責
任
制
・
検
宜
よ
統
計
制
度
の
設
立
、
財
務
会
計
制
度
の
設
立
、
財
務
計
画
・
原
価
計
画
等
の
編
成
で
あ
り
、
特
に
会
計

制
度
は
企
業
活
動
を
正
確
に
反
映
す
る
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
企
業
は
資
産
を
整
理
し
、
資
金
を
算
定
し
、
独
立
会
計
を
実
f

行
し
、
国
行
に
各
種
勘
定
口
座
を
開
設
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
独
立
会
計
制
を
設
立
す
る
こ
と
は
企
業
が
-
個
の
完
全
な
経

済
体
で
あ
る
こ
と
の
一
証
法
で
あ
る
。
自
己
流
動
資
金
の
保
有
も
ま
た
独
立
的
企
業
の
決
定
条
件
で
あ
っ
て
、
自
己
流
動
資
金
と
借
入

流
動
資
金
の
使
用
が
厳
格
に
区
分
さ
れ
る
制
度
勾
下
で
、
自
己
流
動
資
金
を
保
有
せ
ず
に
借
入
金
の
み
で
経
営
す
る
ご
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
な
お
、
全
経
費
が
小
額
で
自
己
流
動
資
金
も
し
た
が
っ
て
極
め
て
少
額
で
あ
る
場
合
、
実
際
に
は
流
動
資
金
借
入
の
条
件
を
欠



〈
も
の
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

企
業
の
保
有
す
る
自
己
流
動
資
金
は
企
業
経
営
の
質
に
も
と
づ
い
て
定
額
で
決
定
さ
れ
、
定
額
流
動
資
金
と
い
わ
れ
、
財
政
支
出
に

よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
。
国
行
貸
出
は
原
則
と
し
て
こ
の
定
額
流
動
資
金
を
超
過
す
る
流
動
資
金
|
超
定
額
流
動
資
金
の
需
要
を
解
決
す

る
こ
と
に
な
る
。
企
業
は
国
行
借
入
を
ふ
く
む
貨
幣
収
支
計
画
壱
業
務
計
画
(
生
産
販
売
買
上
財
務
の
計
画
)

て
作
製
し
、
こ
れ
に
も
と
つ
い
て
融
資
を
国
行
に
申
請
す
る
。
こ
の
資
金
供
与
方
法
は
定
額
超
定
額
分
別
管
理
、
い
わ
ゆ
る
定
額
管
理

予
算
等
に
て
ら
し

方
式
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
制
度
の
上
で
確
立
し
た
の
は
政
務
院
財
政
経
済
委
員
会
公
布
の
一
九
五
一
年
六
月
一
日
「
資
産
整
理
資
金
算

定
に
関
す
る
決
定
、
同
年
七
月
三
十
一
日
「
国
蛍
企
業
資
産
整
理
お
よ
び
評
価
暫
行
弁
法
」
・
「
国
営
企
業
資
産
査
定
暫
行
弁
法
」
で
あ

旦
J

、つ企
業
の
資
産
整
理
と
資
金
算
定
は
経
済
計
算
の
基
礎
で
あ
り
、
流
動
資
金
貸
出
額
査
定
の
前
提
と
な
る
作
業
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作

業
は
上
記
法
令
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
各
般
の
企
業
資
産
整
理
資
金
算
定
委
員
会
が
担
当
す
る
。

国
行
貸
出
の
対
象
は
工
業
(
製
塩
・
酒
造
を
ふ
く
む
)
・
鉄
道
・
交
通
(
郵
便
電
信
電
話
を
ふ
く
む
)
・
商
業
・
銀
行
・
農
業
(
漁
・
牧
を

ふ
く
む

γ
水
利
の
企
業
で
あ
る
。
そ
の
後
の
関
係
法
令
で
は
必
ず
し
も
一
々
貸
山
対
象
の
業
種
を
明
細
に
一
市
す
こ
と
は
な
〈
、
単
に
工

業
・
商
業
等
と
大
別
す
る
場
合
も
あ
り
、
こ
の
場
合
は
、
上
例
に
し
た
が
え
ば
、
工
業
・
鉄
道
・
交
通
を
工
業
、
銀
行
・
商
業
壱
商
業

に
総
括
し
た
表
現
と
み
ら
れ
る
。

流
動
資
金
貸
出
の
基
礎
と
な
る
定
額
流
動
資
金
の
算
定
原
則
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

量
(
消
耗
定
額
、
と
日
平
均
生
産
量
の
積
)
と
仕
入
・
運
送
の
情
況
に
も
と
づ
き
、

一
、
原
料
・
材
料
・
燃
料
・
補
助
材
料
定
額
主
要
な
原
料
・
材
料
・
燃
料
・
補
助
材
料
(
以
下
原
材
料
)
の
定
額
は
毎
日
の
平
均
必
要

平
常
生
産
の
最
低
必
要
在
庫
日
数
(
仕
入
日
か
ら
生
産
投
入

中
国
に
お
け
る
国
営
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用

第
九
十
三
巻

五

第
四
月

五



中
国
巳
お
け
る
国
営
企
業
流
動
資
金
と
起
行
信
用

第
九
十
一
一
一
巻

主L
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第
四
号

ノ、

験
収
・
保
管
・
生
産
投
入
前
の
準
備
を
ふ
く
む
各
過
程
に
必
要
な
実
際
日
数
)
を
決
定
、
こ
れ
に
よ
っ
て
全
存
庫
の
流
動
資
金

を
計
算
す
る
。
特
殊
の
在
庫
原
材
料
に
つ
い
て
は
一
定
の
保
険
在
庫
期
聞
を
加
算
で
き
る
。
主
要
で
な
い
原
材
料
は
、
も
し
消
耗
定
額

目
前
ま
で
。
運
送

に
よ
る
計
算
が
困
難
で
あ
れ
ば
、

各
項
の
実
際
平
均
残
高

過
度
な
在
庫
部
分
を
除
く
) 

と
新
生
産
条
件

も
と
'っ

て
最
低

必
要
在
庫

額
を
計
算
す
る
。

二
、
備
品
定
額

固
定
資
産
の
小
口
修
理
計
画
に
も
と
づ
い
て
決
定
し
、
あ
る
い
は
前
半
期
の
実
際
平
均
残
高
を
後
半
期
の
定
額

と
す
る
。

三
、
安
価
な
消
耗
品
定
額

を
そ
れ
ぞ
れ
考
慮
し
て
、
そ
の
最
低
必
要
定
額
を
計
算
す
る
。

過
去
の
経
験
あ
る
い
は
当
該
物
品
の
性
能
・
品
質
に
も
と
づ
き
、
労
働
者
数
・
作
業
場
数
・
生
産
費

生
産
|司
転
期
間
と
仕
掛
品 種
係類
数 毎

重量
喜善
E孟
め産
る 音刊十

仕 画
智期
星塑
喜号
の竺E

割 産
g :量

と
壱出

琴証
Lく生

註毒
自E
閉 E
寸 ぐフ

合 い
口て
数 掃
で 1ピ
除産
tt 費

を
算
出

れ

回
、
仕
掛
品
定
額

当
該
生
産
物

の
仕
掛
中
の
所
要
資
金
定
額
を
計
算
、
全
生
産
物
の
定
額
を
合
算
す
る
。
上
述
の
方
法
が
困
難
な
場
合
は
前
半
期
の
実
際
平
均
残
高
に

よ
る五

、
生
産
物
定
額

商
業
で
t主
仕
入

代版
金売
存条
tE 件
百長

官崖
運物
送の

平

験''''収唱
保転
管期
等間
の/ヘ
過工
程業
をで
ふ惇
く宰

主義
山震
代日
ム γ予

苓 ら

積宝

官星
宣削
で
の代
必金
要受
平領
均済
日日

数主
に合

山

も長
と平

均
日
数
、

づ
い
て
最
低
必
要
在
庫
額
を
計
算
す
志
。
代
金
受
領
済
日
ま
で
と
は
生
産
物
引
渡
後
の
受
取
勘
定
結
算
を
処
理
す
る
必
要
期
間
に
限
り
、

掛
売
の
代
金
未
収
期
間
壱
ふ
く
ま
な
い
。

六
、
前
払
費
用
定
額

次
期
の
新
生
産
研
究
試
験
費
、
報
告
・
雑
誌
の
予
約
購
入
費
で
、
実
情
に
も
と
づ
い
て
平
均
必
要
資
金
額



壱
計
算
す
る
。

セ
、
手
許
現
金

貨
幣
管
理
実
施
弁
法
第
二
章
第
五
条
の
規
定
に
も
と
づ
く
法
定
の
白
己
保
管
小
額
現
金
と
商
業
機
構
の
売
上
代

金
で
あ
る
。

上
掲
五
の
掛
売
で
あ
る
が
、
貨
幣
管
理
制
度
に
お
い
て
委
託
加
工
・
注
文
生
産
・
代
理
買
上
・
代
理
販
売
を
除
き
、
す
べ
て
の
掛
売

買
・
金
銭
貸
借
の
企
業
間
信
用
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
全
く
こ
れ
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
結
算
資
産
と
し
て
処
理

し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
上
掃
の
掛
売
は
委
託
加
工
等
か
実
際
の
結
算
資
産
か
は
明
か
で
な
い
が
、
法
令
規
定
で
あ
る
か
ら
に
は
加
工

等
の
特
殊
貸
借
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
七
の
貨
幣
管
理
実
施
弁
法
第
二
章
第
五
条
は
手
許
現
金
に
関
す
る
規
定
で
、
現
金

保
有
を
国
行
も
し
く
は
そ
の
依
託
機
構
既
設
の
地
方
で
は
三
日
以
内
、
未
設
の
地
方
で
は
三
月
以
内
の
経
常
支
払
額
に
限
り
、
現
金
使

用
範
囲
は

ω私
営
企
業
と
の
取
引

例
市
民
・
農
民
と
の
取
引

国
間
労
賃
支
払

川
開
旅
費
支
払

助
企
業
聞
の
一
定
限
度
内
の
小
額

支
払

で
あ
る

以
上
七
項
定
額
の
合
計
が
定
額
流
動
資
金
を
形
成
す
る
口
こ
の
定
額
流
動
資
金
の
外
に
、
企
業
自
身
の
生
産
・
財
務
計
画
お
よ
び
六

月
末
の
資
産
負
債
の
実
情
に
応
じ
て
国
家
投
資
の
最
低
額
を
計
算
し
査
定
を

h

つ
け
る
、
つ
ま
り
定
額
流
動
資
金
の
追
加
を
申
請
で
き
る

乙
と
に
な
っ
て
い
る

定
額
流
動
資
金
を
超
過
す
る
季
節
性
・
臨
時
性
の
生
産
・
流
通
お
よ
び
そ
の
他
の
特
殊
原
因
に
も
と
づ
く
非
経
常
的
回
転
の
流
動
資

金
l
超
定
額
流
動
資
金
の
需
要
は
国
行
の
短
期
貸
出
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。
融
資
に
際
し
て
企
業
は
流
動
資
産
を
も
っ
て
担
保
を
設

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
超
定
額
流
動
資
金
の
使
用
範
囲
は
、
貨
幣
管
理
実
施
弁
法
に
よ
れ
ば
次
の
通
り
表
現
さ
れ
る
。

一
、
原
料
・
主
要
生
産
補
助
材
料
・
燃
料
等
の
購
入

叩
国
に
お
け
る
国
営
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
回

第
九
十
三
巻

二
五
五

第
四
号

七



中
国
に
お
け
る
国
営
企
業
流
動
資
金
L
K

銀
石
信
用
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九
十
三
巻
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ノ1、

二
、
生
産
過
程
・
運
送
販
売
過
程
の
生
産
由
貿
と
運
送
費

=
一
、
商
業
合
作
(
協
同
)
部
門
の
商
品
仕
入
・
運
送
販
売
と
輸
出
入

四
、
農
場
・
農
林
牧
畜
、
水
利
等
の
専
業
機
構
に
お
け
る
各
種
生
産

五
、
そ
の
他
許
可
訂
画
内
の
必
要
用
途

当
時
の
超
定
額
流
動
資
金
貸
出
制
度
は
直
接
企
業
に
貸
山
さ
ず
、
国
行
が
中
央
各
企
業
主
管
部
門
に
総
括
し
て
貸
出
し
、
各
主
管
部

門
か
ら
所
属
企
業
に
配
分
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
こ
の
た
め
集
中
貸
出
制
あ
る
い
は
金
庫
制
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
制
度
は
企
業
の

財
務
を
集
中
的
に
掌
握
し
、
流
動
資
金
の
需
要
を
定
額
内
で
解
決
さ
せ
、
な
お
不
足
で
あ
れ
ば
有
償
の
超
定
額
借
入
資
金
補
充
で
す
る

二
段
の
処
置
を
通
じ
て
資
金
の
浪
費
を
防
止
し
、
比
較
的
小
量
の
信
用
資
金
に
よ
っ
て
企
業
の
追
加
資
金
需
要
を
保
証
す
る
こ
と
を
可

能
に
し
、
国
営
経
済
成
分
の
国
民
経
済
に
し
め
る
比
重
が
軽
く
、
そ
の
掌
握
す
る
物
資
の
割
合
が
小
さ
な
国
家
新
生
期
の
情
勢
に
適
応

し
、
朝
鮮
事
変
下
の
物
価
上
昇
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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政
務
院
財
経
霊
、
貨
幣
管
理
実
施
碑
法
、
中
央
財
経
政
革
法
令
量
編
〈
以
下
剛
法
)
二
。

中
国
人
民
銀
行
肱
款
総
則
、
財
法
三
。

ソ
連
邦
経
済
学
教
科
官
、
一
九
五
八
年
、
邦
訳
改
訂
第
三
版
第
四
分
冊
、
八
四
一

l
八
四
二
頁
。

政
務
院
財
経
委
、
関
於
同
封
企
業
情
理
資
産
核
定
資
金
的
決
定
、
中
法
一
九
五
一
年
。

同
営
企
業
資
産
情
理
及
佑
何
暫
行
解
法
、
新
華
月
報
、

a

三一。

国
営
企
業
資
金
桔
定
暫
行
輯
法
、
新
華
月
報
、
二
一
。

一
九
五
一
年
以
来
の
経
済
回
復
の
過
程
に
、
流
動
資
金
貸
出
制
度
は
一
大
転
機
に
遭
遇
し
た
。
本
制
度
は
制
度
発
足
初
期
に
不
可
避

的
な
規
定
の
不
備
が
あ
り
、
ま
た
経
験
不
足
か
ら
貨
幣
収
支
計
画
に
具
体
性
を
欠
き
資
金
運
用
と
財
務
運
動
と
が
結
合
し
な
い
実
践
上



の
錯
誤
・
偏
向
を
犯
し
た
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
ま
ず
問
題
で
あ
っ
た
の
は
国
行
が
直
接
企
業
と
関
係
し
な
い
た
め
貸
出
争
通
じ
て
企

業
を
指
導
、
監
督
し
、
経
済
計
算
壱
強
化
す
る
機
能
を
果
し
え
な
い
制
度
的
欠
陥
で
あ
っ
た
。
す
で
に
、
社
会
主
義
経
済
成
分
の
拡
大
、

経
済
計
算
制
の
推
広
、
財
務
管
理
権
の
中
央
か
ら
地
方
へ
の
移
譲
、
第
一
次
五
個
年
計
画
の
開
始
等
、
経
済
的
・
政
治
的
・
体
制
的
な

変
化
が
あ
り
、
こ
う
し
た
客
観
条
件
の
推
移
は
消
極
的
な
規
定
整
備
・
制
度
補
綴
に
よ
る
欠
陥
是
正
を
こ
え
る
、
制
度
の
創
造
的
発
展

を
要
請
し
九
。
時
に
一
九
五
二
年
十
月
貨
幣
管
理
会
議
が
石
集
さ
ん
γ

事
賭
に
則
応
す
る
新
貸
出
制
度
を
決
定
、
五
三
年
一
月
か
ら
実

的

施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

企
業
の
正
常
的
経
営
を
保
証
す
る
た
め
必
要
な
在
庫
物
資
を
儲
備
(
準
備
)
定
額
と
し
、

流
動
資
金
壱
計
算
、
そ
の
中
財
政
部
支
出
分
が
自
己
流
動
資
金
で
、
こ
れ
を
除
く
部
分
を
国
行
が
貸
出
し
、
貸
出
期
聞
を
当
資
金
の
回

一
、
定
額
貸
出

こ
れ
に
よ
っ
て
所
要

転
期
間
以
内
と
す
る
。

二
、
結
算
貸
出
定
額
に
包
括
さ
れ
な
い
仕
入
・
販
売
過
程
に
必
要
な
資
金
を
貸
出
し
、

の
な
い
外
地
と
の
取
引
に
使
用
)
貸
出
は
信
用
状
金
額
を
限
度
と
し
信
用
状
有
効
期
間
(
一
般
五
O
目
、
最
長
六
O
日
)
以
内
、
特
殊
帳
戸
(
勘

信
用
証
ハ
状
)
結
算
(
経
常
的
取
引
関
係

定
)
結
算
(
同
一
地
区
内
ま
た
は
外
地
と
り
取
引
に
使
用
、
購
買
単
位
が
国
行
と
特
殊
口
座
を
開
設
、
同
一
地
区
内
で
は
小
切
手
ま
た
は
支
払
請
求
書
、

外
地
問
で
は
電
信
・
郵
便
為
替
に
よ
る
)
貸
出
は
特
殊
勘
定
か
ら
支
払
う
物
資
代
金
額
を
限
度
と
し
=
一

O
円
以
内
、
係
付
(
支
払
保
証
)
結
算

同

地
区
内
の

罰
t己

自

費
単
位

予
め

支
払
伊
証
勘
定

高
官
tこ
申
請
し
て

振
替

切
手
を
振
出
L 

販
売
単
位
の
取
引
園
行
か
ら
結

算
保
証
帳
を
う
け
、
と
れ
に
よ
っ
て
物
資
を
購
入
、
販
売
単
位
へ
り
支
払
は
常
に
保
証
さ
れ
る
)
貸
出
は
仕
入
計
画
内
の
当
月
仕
入
資
金
で
平
均

五
日
の
必
要
額
を
限
度
と
し
=
一

O
日
以
内
、
託
収
承
付
(
依
託
取
立
)
結
算
〔
外
地
と
の
取
引
に
使
用
、
販
売
単
位
が
取
立
結
算
書
を
取
引
園
行

に
送
付
、
当
国
行
は
購
買
単
位
の
取
立
国
行
に
移
選
、
取
子
を
行
う
〕
貸
出
は
取
立
委
託
代
金
額
を
限
度
と
し
、

そ
の
取
立
所
要
期
間
シ
一
取
引
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回。

契
約
に
定
め
る
購
買
単
位
の
支
払
所
要
期
間
壱
加
え
た
期
間
以
内
と
す
る
。

固
定
資
産
の
修
理
に
必
要
な
資
金
で
基
本
建
設
投
資
に
属
さ
ず
財
政
上
支
出
で
き
な
い
部
分
壱
貸
出
す
。
減

価
償
却
金
中
の
一
定
額
が
大
修
理
基
金
と
し
て
保
留
、
国
行
に
子
入
さ
れ
る
も
の
が
こ
の
種
修
理
資
金
の
源
泉
と
な
る
が
、
こ
れ
を
超

三
一
、
大
修
理
貸
出

過
す
る
資
金
を
年
々
修
理
計
画
内
で
貸
出
す
。
十
二
個
月
以
内
と
す
る
。

四
、
季
節
性
貸
出

生
産
・
運
輸
・
販
売
過
程
の
季
節
性
物
資
に
対
し
、
準
備
定
額
を
超
過
し
て
在
庫
す
る
場
合
、
そ
の
超
過
定

額
の
資
金
を
貸
出
し
、
二
季
以
内
と
す
る
。

宜
、
臨
時
貸
出

(1) 
既
定
の
生
産

流
通
計
画
外

上
級

菌
カず

臨
時

生
産
量

販
売
量
を
追
加

例
市
場
の
管
理
・
統
制
の

た
め
超
定
額
の
特
殊
物
資
を
在
庫

ゆ
運
輸
の
障
害
等
の
客
観
的
原
因
に
よ
り
計
画
を
完
成
で
き
ず
超
定
額
の
特
定
物
資
を
在
庫
等
の

理
由
で
臨
時
に
必
要
な
資
金
を
貸
出
し
、
三
個
月
以
内
と
す
る
。

新
貸
出
制
度
は
「
国
営
工
業
短
期
貸
出
暫
行
弁
法
」
・
「
国
営
商
業
短
期
貸
出
暫
行
弁
法
」
の
施
行
を
通
じ
て
推
行
さ
れ
た
が
、
前
倒

度
に
比
較
し
て
い
ち
じ
る
し
い
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

一
、
原
則
的
に
金
庫
制
を
取
消
し
、
国
行
が
直
接
企
業
に
貸
出
し
、
企
業
の
資
金
運
用
を
詳
細
に
把
握
し
た
。
こ
の
直
接
貸
出
方
法

は
そ
の
後
の
制
度
改
変
に
か
か
わ
ら
ず
継
続
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。

二
、
定
額
流
動
資
金
の
一
部
を
有
償
の
国
行
貸
出
定
額
貸
出
と
し
、
財
政
資
金
の
浪
費
を
防
止
し
、
企
業
の
採
算
性
を
強
化
し
た
。

三
一
、
結
算
貸
出
・
よ
修
理
貸
出
を
新
設
し
、
融
資
の
枠
を
拡
大
じ
た
。
結
算
貸
出
は
企
業
間
信
用
を
現
実
的
に
処
理
し
、
さ
ら
に
財

政
上
納
不
足
額
補
填
に
も
使
用
さ
れ
、
制
度
上
画
期
的
と
も
い
え
る
改
変
で
あ
る
た
め
、
本
制
度
は
差
額
貸
出
制
と
も
い
わ
れ
た
。
大

修
理
貸
出
は
固
定
資
産
増
大
に
伴
う
修
理
資
金
需
要
増
加
の
状
況
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。



新
貸
出
制
度
は
全
艇
的
に
み
て
、
従
前
の
制
度
に
比
較
し
て
融
資
を
緩
和
・
拡
大
す
る
性
格
を
も
ち
、

一
九
五
四
年
全
流
動
資
金
の

一
一
一
分
の
二
以
上
告
国
行
貸
出
方
式
で
供
与
し
、
第
一
次
五
個
年
計
画
実
施
下
に
お
け
る
増
大
す
る
資
金
需
要
を
解
決
し
、
企
業
の
資
金

運
用
に
直
接
関
係
し
て
そ
の
経
営
改
善
を
促
進
す
る
時
代
的
要
請
に
応
え
る
乙
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
結
算
貸
出
に
よ
っ
て
信
用
資

金
は
生
産
・
流
通
計
画
の
完
成
の
み
な
ら
ず
、
企
業
間
信
用
の
処
理
に
使
用
さ
れ
、
た
め
に
一
九
五
四
年
第
二
四
半
期
重
工
業
・
燃
料

、
工
業
・
第
一
機
械
工
業
・
繊
維
工
業
の
各
部
(
以
下
各
工
業
部
)
の
企
業
間
信
用
は
全
流
動
資
金
の
一
五
・
四
一
七
・
二
%
に
達
す
る

膨
脹
と
な
り
、

さ
ら
に
従
米
厳
禁
さ
れ
て
い
た
欠
損
の
補
填
・
未
実
現
利
潤
の
上
納
等
の
財
政
事
項
に
使
用
さ
れ
、

財
政
資
金
と
信

用
資
金
の
使
用
範
囲
を
混
同
し
分
別
管
理
を
混
乱
さ
せ
、
財
政
・
企
業
主
管
部
門
の
財
務
・
経
営
管
理
に
対
す
る
積
極
性
を
弱
化
し
、

経
済
計
算
制
の
強
化
・
経
営
の
改
善
・
資
金
の
節
約
等
の
目
的
の
達
成
を
困
難
に
し
た
。

て
、
各
工
業
部
の
生
産
増
長
二
=
了
九
一
%
、
定
額
流
動
資
金
増
加
三
四
・
二
ハ
%
で
資
金
効
率
は
引
上
げ
ら
れ
ず
、
結
算
資
金
は
全

流
動
資
金
の
二
五
%
、
そ
の
三
四
%
は
貨
幣
資
金
、
六
六
%
は
無
返
済
商
業
間
信
用
の
処
理
と
不
合
理
使
用
で
あ
ヮ
た
。
主
個
年
計
画

一
九
五
四
年
上
半
期
、
前
年
同
期
に
比
較
し

の
遂
行
過
程
に
滞
貨
の
処
理
・
資
金
の
計
画
的
期
日
返
済
の
強
化
・
資
金
回
転
の
加
速
・
資
金
増
加
需
要
の
充
足
等
が
特
に
必
要
と
さ

れ
、
本
貸
出
制
の
矛
盾
は
そ
の
上
で
一
層
深
刻
化
し
た
ロ

一
九
五
五
年
一
二
月
、
企
業
間
信
用
の
消
滅
壱
徹
底
さ
向
、
定
額
貸
出
を
停
止
し
て
全
定
額
流
動
資
金
を
財
政
支
出
、
超
定
額
流
動
資

金
二 ーを

、国

商工行
業業貸
貸貸出
出町出町と

す
る

制
度

改
正
し
た

経
常
性
の
定
額
流
動
資
金
は
財
政
支
出
、
季
節
性
・
臨
時
性
の
趨
定
額
流
動
資
金
は
国
行
貸
出
と
す
る
。

非
商
品
流
動
資
金
(
定
額
)
は
財
政
支
出
、

商
品
流
動
資
金

i
商
品
仕
λ
資
金
は
国
行
貸
出
と
す
る
。
商
品
流

動
資
金
貸
出
は
商
品
在
庫
の
増
減
に
も
と
づ
い
て
査
定
さ
れ
、
商
品
貿
付
前
渡
金
貸
出
・
計
画
商
品
準
備
貸
出
・
超
計
画
商
品
準
備
貸

中
同
に
お
け
る
悶
告
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用
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中
固
に
お
け
る
国
何
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用
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巨ヨ

出
壱
包
括
す
る
。
商
品
買
付
前
渡
金
貸
出
は
従
来
の
月
初
に
全
額
を
一
回
に
貸
出
し
結
算
勘
定
口
座
に
振
替
さ
せ
買
付
毎
に
支
出
し
て

月
間
に
返
済
し
な
い
方
法
を
改
め
、
月
初
に
貸
出
額
を
査
定
し
月
六
回
に
限
町
貿
付
必
要
額
を
分
劃
貸
出
し
、
販
売
が
買
付
を
超
過
し

て
余
裕
を
生
じ
る
場
合
は
月
内
に
返
済
し
、
さ
ら
に
前
渡
金
貸
出
を
必
要
と
し
な
い
場
合
そ
れ
に
よ
っ
て
計
画
商
品
貸
出
を
返
済
で
き

る
方
法
と
し
た
。
計
画
商
品
準
備
貸
出
は
一
般
在
庫
商
品
の
購
入
に
対
す
る
貸
出
で
あ
り
、
超
計
画
商
品
準
備
貸
出
は
前
項
貸
出
を
超

過
す
る
貸
出
で
あ
る
。
上
述
の
貸
出
方
法
は
一
九
五
五
年
第
三
四
半
期
か
ら
綿
花
綿
糸
綿
布
・
石
油
・
専
売
・
化
工
の
回
公
司
系
統
で

採
用
し
た
。
そ
の
他
の
企
業
に
つ
い
て
は
結
算
貸
出
を
行
な
い
、
ま
た
下
級
単
位
で
独
立
的
に
損
益
を
計
算
せ
ず
業
務
の
み
を
い
と
な

み
資
金
壱
運
用
せ
ず
、
す
べ
て
の
収
入
を
上
納
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
金
庫
制
を
実
施
し
た
。

本
制
度
は
そ
の
も
つ
特
徴
か
ら
季
節
性
臨
時
性
物
資
在
庫
に
も
と
づ
く
貸
出
制
度
と
も
い
わ
れ
、
企
業
の
原
材
料
仕
入
・
在
庫
準
備

補
充
に
必
要
な
資
金
を
保
証
し
、
仕
入
代
金
の
適
機
的
支
払
を
使
利
に
す
る
積
極
的
作
用
を
発
揮
し
て
き
た
。
一
九
五
六
年
生
産
の
躍

進
が
あ
り
、
五
個
年
計
画
目
標
を
期
限
前
に
完
成
し
た
が
、
五
七
年
計
画
の
行
過
ぎ
を
調
整
す
る
「
反
冒
進
工
作
」
を
実
施
し
、
資
金

需
要
の
急
増
、
特
に
工
業
部
門
の
資
金
需
要
増
加
を
抑
制
す
る
た
め
工
業
貸
出
利
子
率
壱
引
上
げ
、
同
時
に
財
政
資
金
に
よ
っ
て
全
定

額
流
動
資
金
壱
解
決
す
る
方
法
を
廃
止
し
、
定
額
流
動
資
金
の
む

O
%を
財
政
資
金
、
三

O
%を
信
用
資
金
と
す
る
定
額
貸
出
を
復
活

し
も
し
か
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
資
金
回
転
の
遅
滞
・
滞
貨
の
増
大
壱
も
た
ら
し
た
。
た
と
え
ば
工
業
企
業
に
お
い
て
、
一
九
五
六

年
生
産
費
一

O
O一
五
当
り
流
動
資
金
一
六
・
八
一
五
、
流
動
資
金
回
転
回
数
九
九
・
四
日
で
あ
っ
た
が
、
五
七
年
前
者
は
一
八
・
五
元
、

国

後
者
は
一

O
七
・
七
日
と
な
っ
た
。

(1) 

桃
園
刷
、
貨
幣
管
理
工
作
的
主
要
成
就
与
今
後
任
務
、
中
国
金
融
、
一
九
五
三
年
、
七
。

属
鈍
根
、
制
正
貨
幣
管
理
工
作
的
欠
点
発
揮
国
家
銀
行
的
監
督
作
用
、
中
国
金
融
、
一
九
五
三
年
、
五
。

何
貴
謙
、
信
賀
新
計
画
必
須
密
接
結
合
国
民
経
済
情
況
、
中
国
金
融
、
一
九
五
三
午
、
九
。

。)



許
樵
新
、
中
国
過
渡
期
間
民
桂
済
的
分
析
、
一
九
六
二
年
版
、
二
心
六
頁
。

中
国
人
民
館
行
総
行
召
開
第
二
回
全
国
貨
幣
管
理
会
議
、
中
岡
金
融
、
一
九
五
二
年
、
一
六
。

挑
国
桝
、
上
掲
論
文
。

貨
幣
管
理
名
詞
簡
釈
、
中
国
金
融
、
一
九
五
三
年
、
三
。

信
之
、
結
算
放
款
問
品
、
中
国
金
融
、
一
九
五
三
年
、
じ
。

静
然
、
開
於
国
家
銀
行
対
公
放
款
制
度
問
題
的
研
究
、
中
国
金
融
、
一
九
五
三
年
、
七
。

ω
中
国
企
融
嗣
輯
部
、
一
九
五
五
年
国
家
組
行
的
主
要
任
務
、
折
華
月
報
、
六
八
。

川
w
胡
潰
袋
、
在
国
営
工
業
信
貸
結
算
会
議
上
的
総
括
報
告
、
新
華
月
報
、
六
六
。

例
胡
積
雲
、
上
掲
報
告
。

川
判
中
国
人
民
銀
行
、
関
於
取
消
国
常
工
業
間
以
及
国
営
工
業
和
其
他
国
営
企
業
間
的
商
業
信
用
代
以
銀
行
結
算
的
報
告
、
中
法
一
九
五
四
年
九
|
五

五
年
六
月

Q

商
業
部
・
中
国
人
民
銀
行
、
開
於
取
消
国
営
商
業
系
統
内
部
以
及
各
部
門
之
問
所
存
的
商
業
信
川
的
坦
定
、
中
法
、
一
九
志
向
年
九
五
五
年
六

月。

川W

胡
環
雲
、
上
掲
報
告
。

M
問
中
国
金
融
編
輯
部
、
上
掲
論
主
。

同
胡
撮
雲
、
在
第
二
届
全
国
国
営
商
業
信
貸
制
度
会
議
上
的
報
告
、
新
華
月
報
、
六
九
。

劉
平
甫
、
第
二
周
全
国
国
営
曲
業
信
貸
制
度
会
議
総
括
(
摘
要
)
、
新
華
月
報
、
六
九
。

胡
漂
雲
、
改
造
信
貸
工
作
、
協
助
企
業
節
約
賢
金
、
新
華
月
報
、
七
一
。

中
国
人
民
融
行
、
関
於
調
整
現
行
貸
款
利
率
的
報
告
、
中
華
人
民
共
和
国
法
鋼
業
相
(
以
下
華
法
)
一
九
五
七
年
じ
十
二
月
。

解
決
工
業
流
動
資
金
問
題
的
主
催
途
径
、
人
民
日
報
、
一
九
五
八
年
八
月
五
口
。

仏) (3) (1功~~一
九
五
八
年
に
入
り
「
反
冒
進
工
作
」
の
錯
誤
を
是
正
し
、
年
な
か
ば
に
生
産
の
大
躍
進
・
資
金
回
転
の
大
急
速
化
・
滞
貨
の
大
減

中
国
に
お
け
る
国
営
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用

第
九
十
三
巻

ー」ノ、

第
四
号

四



中
国
に
お
け
る
国
営
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用
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十
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巻

ー」/、

第
四
号

回

目

少
、
い
わ
ゆ
る
大
躍
進
を
現
出
し
た
。
大
躍
進
を
保
証
す
る
大
量
の
資
金
需
要
壱
解
決
す
る
た
め
に
は
資
金
の
合
理
使
用
と
迅
速
な
供

与
が
必
要
で
あ
り
、
多
・
快
・
好
・
省
(
よ
り
多
く
・
よ
り
早
く
・
よ
り
良
く
・
よ
り
節
約
す
る
)
方
針
の
全
面
貫
徹
が
高
唱
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
料
、
財
政
と
国
行
が
別
々
に
資
金
を
査
定
し
供
与
す
る
こ
と
か
ら
発
生
す
る
手
続
の
繁
雑
と
両
者
の
需
離
は
建
設
の
高
度
発

展
に
則
応
し
適
機
的
に
流
動
資
金
を
充
足
す
る
上
で
大
き
な
臨
路
と
な
っ
た
。

一
九
五
九
年
一
月
、
定
額
流
動
資
金
は
依
然
と
し
て
財
政
支
出
に
よ
る
が
超
定
額
流
動
資
金
と
伺
様
国
行
貸
出
の
形
式
を
と
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
流
動
資
金
は
す
べ
て
国
行
貸
出
を
通
じ
て
直
接
企
業
に
供
与
さ
れ
る
制
度
を
採
用
し
た
。
こ
の
国
行
統
一
貸
出
制
度
の
対
象

企
業
は
国
営
企
業
の
外
に
定
息
(
私
人
資
本
部
分
に
対
し
て
損
益
に
か
か
わ
ら
ず
年
一
定
率
の
刺
潤
を
配
当
す
る
)
を
実
施
す
る
公
私
合
営
を
ふ

〈
み
、
工
業
・
商
業
・
交
通
運
輸
・
郵
便
電
信
電
話
・
農
業
・
文
教
・
衛
生
・
公
安
等
の
部
門
の
所
属
企
業
で
、
軍
事
系
統
・
第
二
機

械
工
業
部
所
属
企
業
と
手
工
業
合
作
社
、
国
家
機
関
・
事
業
単
位
所
属
工
場
、
華
僑
投
資
公
司
、
農
業
部
系
統
の
種
了
基
金
は
本
制
度

の
適
用
を
う
け
ず
、
従
来
の
方
法
を
継
続
採
用
し
む
。

国
行
統
一
貸
出
制
度
は
企
業
所
要
の
資
金
を
迅
速
に
供
与
す
る
機
動
性
を
発
揮
し
、
大
躍
進
を
さ
ら
に
助
長
す
る
機
能
を
果
し
た
。

そ
の
反
面
、
財
政
・
企
業
主
管
部
門
の
管
理
が
間
接
的
と
な
り
、
し
か
も
資
金
需
要
を
解
決
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
あ
ま
り
国
行
の

管
理
も
弛
緩
し
、
企
業
は
資
金
需
要
が
比
較
的
容
易
に
満
足
さ
れ
る
た
め
い
き
お
い
流
動
資
金
の
定
額
計
算
・
運
用
に
精
密
・
慎
重
を

失
き
、
地
方
的
に
全
く
定
額
計
算
を
行
わ
な
い
偏
向
を
ま
ね
い
た
。

企
業
の
原
材
料
仕
入
を
保
証
し
在
庫
準
備
を
補
充
f
る
こ
と
は
流
動
資
金
の
基
本
的
な
使
用
範
囲
で
あ
る
。

ず
も
っ
て
こ
の
仕
入
に
関
す
る
資
金
管
理
強
化
措
置
が
実
施
さ
れ
た
。

一
九
五
九
年
三
月
、
ま

一
、
仕
入
資
金
は
信
用
計
画
に
編
入
し
当
地
国
行
に
貸
出
を
申
請
す
る
。
外
地
仕
入
の
場
合
も
外
地
国
行
に
申
請
し
て
は
な
ら
な
い
。



二
、
外
地
で
行
な
う
計
画
内
の
商
品
取
引
と
物
資
調
達
は
す
べ
て
国
行
の
委
託
取
立
を
通
じ
て
結
算
す
る
。
計
画
外
の
臨
時
仕
入
・

小
額
仕
入
に
は
貨
幣
管
理
実
施
弁
法
の
規
定
す
る
現
金
額
を
携
帯
し
、
そ
れ
以
上
の
代
金
支
払
に
は
国
行
送
金
為
替
を
使
用
す
る
。

二
て
為
替
送
金
に
よ
る
代
金
は
現
地
国
行
に
特
別
の
仕
入
勘
定
口
座
を
開
設
し
、
仕
入
の
み
に
使
用
す
る
。
貯
蓄
預
金
そ
の
他
の
勘

定
口
座
を
開
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
送
金
為
替
と
仕
入
勘
定
の
各
種
小
切
手
に
仕
入
の
文
字
を
注
記
す
る
。

つ
い
で
一
九
五
九
年
七
月
、
定
額
管
理
の
全
面
的
な
強
化
策
を
実
行
し
旬
。

一
、
各
級
財
政
部
門
は
国
行
と
協
同
し
企
業
流
動
資
金
定
額
を
迅
速
に
査
定
、
各
企
業
主
管
部
門
は
財
政
部
査
定
に
も
と
づ
い
て
遂

級
的
に
基
層
企
業
壱
査
定
す
る
。
査
定
額
は
国
行
に
通
知
さ
れ
、
国
行
は
こ
れ
に
よ
っ
て
貸
出
壱
行
な
う
。
査
定
通
知
が
な
け
れ
ば
国

行
は
貸
出
を
行
な
わ
な
い
。
た
だ
し
、
年
度
初
の
定
額
査
定
前
に
あ
っ
て
は
実
際
の
需
要
に
応
じ
て
暫
定
的
に
一
部
品
ι
貸
出
し
、
定
額

査
定
後
処
理
す
る
。

二
、
各
級
国
行
は
定
額
流
動
資
金
ζ

超
定
額
流
動
資
金
寺
区
分
1
J

て
管
理
す
る
。
定
額
流
動
資
金
貸
出
部
分
は
財
政
・
企
業
主
管
部

門
に
よ
る
査
定
後
、
規
定
の
範
囲
と
用
途
に
し
た
が
コ
て
使
用
さ
れ
、
国
行
は
そ
の
供
与
を
保
証
す
る
。
超
定
額
流
動
資
金
貸
出
部
分

は
季
節
的
・
臨
時
的
需
要
に
限
り
、
企
業
が
申
請
し
、
国
行
は
査
定
し
貸
出
を
行
な
う
。
資
金
の
用
途
は
限
定
さ
れ
、
期
日
に
返
済
さ

才下
る二

一
、
規
定
に
て
ら
し
て
流
動
資
金
定
額
を
具
体
的
に
査
定
す
る
。
財
政
・
企
業
部
門
は
定
額
を
査
定
し
国
行
に
通
知
、
国
行
は
査
定

通
知
に
も
と
づ
い
て
定
額
貸
出
壱
一
行
な
い
、
同
時
に
中
央
・
地
方
財
政
金
庫
預
金
か
ら
相
当
額
を
控
除
、
振
替
え
る
。
年
度
中
に
計
画

変
更
あ
る
い
は
計
画
超
過
完
成
の
た
め
定
額
流
動
資
金
に
不
足
を
生
じ
た
場
合
、
ま
ず
企
業
自
身
の
保
留
収
入
で
補
充
し
、
な
お
不
足

の
分
を
国
行
が
貸
出
し
、
同
時
に
財
政
部
門
に
報
告
、
年
度
末
決
算
時
に
処
理
ず
る
。

中
国
に
お
け
る
国
営
企
業
流
動
資
金
色
銀
行
信
用

第
九
十
三
巻

プミ
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四
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四
五



中
国
に
お
け
る
国
営
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用

第
九
十
三
巻

一
六
回
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四
号

四
〆、

こ
の
管
理
強
化
策
が
実
行
さ
れ
、
さ
ら
に
調
整
・
翠
回
・
充
実
・
提
高
の
方
針
が
乙
れ
を
推
進
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
資
金
管
理
の

欠
陥
を
克
服
で
き
ず
、

一
九
六
一
年
七
月
一
日
定
額
超
定
額
分
割
供
与
方
式
を
原
則
的
に
採
用
し
て
定
額
管
理
の
強
化
を
徹
底
吉
せ
る

と
と
も
に
、
国
行
の
貸
出
壱
定
額
貸
出
と
超
定
額
流
動
資
金
貸
出
に
縮
少
し
た
が
、
国
行
統
一
貸
出
庁
式
の
機
動
性
を
加
味
し
た
、
い

わ

ーば
分

工割
業供
貸与
出めと

統

貸
出
の
折
衷
的
な
制
度

一
九
五
七
年
当
時
に
類
似
す
る
制
度
に
再
編
し
た
の
で
あ
る

ω各
級
の
財
政
・
企
業
主
管
部
門
と
国
行
は
企
業
の
流
動
資
金
定
額
壱
査
定
す
る
。
企
業
主
管
部
門
所
属
企
業
の
定
額
流
動
資
金

は
ま
ず
財
政
部
門
が
国
行
と
協
力
し
て
査
定
し
、
つ
い
で
企
業
主
管
部
門
が
財
政
部
門
査
定
額
内
で
所
属
企
業
の
流
動
資
金
定
額
を
決

定
す
る
。例

工
業
・
交
通
運
輸
部
門
所
要
の
定
額
流
動
資
金
は
査
定
後
、

壱
通
じ
て
企
業
に
供
与
、

企
業
の
自
己
流
動
資
金
と
な
る
。

定
額
総
額
(
一
計
幽
定
額
)
の
八
O
%
を
財
政
部
が
企
業
主
管
部
門

他
の
二

C
M刊
は
財
政
部
が
国
行
に
交
付
、

国
行
か
ら
企
業
に
貸
出
さ
れ

(
定
額
貸
出
)
、
企
業
の
定
額
借
入
金
と
な
る
。

同
判
定
額
流
動
資
金
の
二
O
%
は
財
政
部
門
が
適
時
に
交
付
し
、
国
行
は
こ
の
交
付
額
以
上
に
貸
出
さ
な
い
。

紛
企
業
の
資
金
節
約
を
促
進
す
る
た
め
、
定
額
貸
出
は
月
利

0
・
一
八
%
と
す
る
。

刷
新
方
法
の
適
用
範
囲
は

1
、
中
央
各
工
業
部
所
属
工
業
企
莱
(
地
質
部
・
建
築
工
程
部
所
属
工
業
企
業
を
ふ
く
む
)

2
、
中
央
鉄

道
・
交
通
・
郵
便
電
信
電
話
三
部
の
基
本
業
務
と
そ
の
所
属
工
莱
企
業

3
、
地
方
国
営
工
業
(
森
林
工
業
を
ふ
く
む
)
・
交
通
運
輸

郵
便
電
信
電
話
・
公
用
等
の
企
業

4
、
各
級
物
資
管
理
部
門
と
工
業
・
交
通
運
輸
・
文
教
・
衛
生
部
門
所
属
購
買
企
業

5
、
各
級

文
教
・
衛
生
部
門
所
属
工
業
企
業

6
、
定
息
実
行
の
公
私
合
営
工
業
・
交
通
運
輸
企
業
で
あ
っ
て
、

国
家
機
関
・
対
外
貿
易
・
糧



食
・
水
産
等
の
企
業
(
所
属
工
業
企
業
を
ふ
く
む
)
お
よ
び
そ
の
他
部
門
所
属
商
業
性
の
企
業
(
た
と
え
ば
塩
業
衛
生
器
材
・
薬
材
の
木
林
。

各
公
可
、
新
華
書
庖
等
)
、
建
築
装
置
企
業
、
国
営
農
牧
場
、
地
方
労
働
改
造
企
業
に
対
し
て
は
従
来
の
方
法
を
継
続
実
施
す
る
。

二
、
商
業
貸
出

ω非
商
品
流
動
資
金
(
定
額
)
は
財
政
部
か
ら
支
出
さ
れ
企
業
の
自
己
流
動
資
金
と
な
り
、

商
品
流
動
資
金
は
園
行
か
ら
貸
出
さ

れ
る
。

ω非
商
品
流
動
資
金
は
す
べ
て
国
行
に
開
設
さ
れ
る
預
金
勘
定
口
座
に
振
込
ま
れ
る
。
包
装
品
・
安
価
な
消
耗
品
・
物
料
用
品
・

露
庖
費
用
・
貨
幣
資
金
・
前
渡
旅
費
と
労
賃
の
回
転
資
金
・
所
属
非
独
立
経
済
計
算
単
位
の
回
転
資
金
を
使
用
範
囲
と
し
、
利
子
・
労

賃
等
の
一
部
商
品
流
通
費
、
非
商
品
定
額
資
産
・
税
金
・
利
潤
・
減
価
償
却
基
金
・
固
定
資
産
評
価
収
入
等
の
上
納
す
べ
き
財
政
項
目

お
よ
び
規
定
に
合
致
す
る
そ
の
他
の
項
目
を
支
払
範
囲
と
す
る
。
商
品
流
動
資
金
は
国
行
の
貸
出
勘
定
口
座
に
怯
込
ま
れ
、
企
業
の
商

品
購
入
・
国
行
委
託
取
立
金
・
送
金
に
よ
る
外
地
仕
入
商
姑
代
金
と
仕
入
費
用
・
貸
出
に
と
も
な
っ
て
発
生
す
る
仕
入
費
用
あ
る
い
は

全
部
の
直
接
費
用
・
貨
物
税
に
使
用
さ
れ
る
。

ω自
己
流
動
資
金
(
非
商
品
流
動
資
金
)
を
分
配
す
る
場
合
、
専
業
系
統
は
遂
級
的
に
下
へ
分
配
し
、

不
同
な
企
業
の
特
徴
あ
る
い

は
季
節
性
の
大
き
な
企
業
を
考
慮
し
て
平
均
分
配
を
行
な
わ
な
い
。

当
制
度
の
特
徴
は
定
額
管
理
を
強
化
、
徹
底
す
る
こ
と
、
特
に
商
業
貸
出
に
お
い
て
預
金
勘
定
・
貸
出
勘
定
の
特
殊
口
座
を
通
じ
て

分
戸
(
口
座
毎
)
管
理
す
る
こ
と
に
み
ら
れ
、
流
動
資
金
は
財
政
・
企
業
主
管
・
国
行
の
=
一
部
門
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
5
。

一
九
六
一
年
以
来
、
定
額
流
動
資
金
(
正
常
的
な
再
生
産
に
必
要
な
最
低
賃
金
)
は
財
政
支
出
、

超
定
額
流
動
資
金
(
生
産
在
庫
面
白
季

節
的
臨
時
的
に
必
要
な
短
期
回
転
資
金
)
は
国
行
貸
出
に
依
存
す
る
制
度
を
原
則
的
に
継
受
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
商
業

中
国
に
お
け
る
国
醤
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用

第
九
十
三
巻

二
六
五

第
四
号

四
七



中
国
に
お
け
る
国
営
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用

第
九
十
三
巻

二
六
六

第
四
号

↓引

ノ1

部
門
の
経
営
改
善
・
流
通
費
用
低
減
等
の
要
諸
に
則
応
し
て
、

一
九
六
三
年
に
入
り
商
品
流
動
資
金
査
定
に
お
い
て
新
方
法
が
試
行
さ

れ
て
い
る
も
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
明
か
で
な
い
。
二
、
三
の
点
を
あ
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

て
一
・
二
級
採
購
供
応
措
(
批
発
姑
唱
少
し
も
い
う
、
卸
取
引
セ
ン
タ
ー
宙
と
農
業
副
産
物
住
入
単
位
は
資
金
の
計
画
管
理
を
実
行
し
、
計

闘
に
も
と
づ
い
て
流
動
資
金
を
計
算
す
る
。

二
、
基
層
卸
売
企
業
・
小
売
企
業
は
資
金
の
定
額
管
理
を
実
行
し
、
正
常
回
転
の
需
要
に
も
と
づ
い
て
流
動
資
金
を
計
算
す
る
。

三
、
大
・
中
部
市
で
二
級
卸
売
セ
Y
タ
ー
の
性
格
を
も
っ
市
公
司
と
一
部
の
三
級
卸
売
商
庖
は
あ
る
商
品
に
つ
い
て
定
額
管
理
壱
実

行
し
計
画
に
も
と
や
つ
い
て
流
動
資
金
を
計
算
、
ま
た
あ
る
商
品
に
つ
い
て
定
額
管
理
を
実
行
し
正
常
凶
転
の
需
要
に
も
と
づ
い
て
流
動

資
金
を
計
算
す
る
。

一
九
六
三
年
、
商
業
企
業
の
流
動
資
金
は
全
流
動
資
金
の
九

O
%以
上
、
商
品
流
動
資
金
は
全
商
業
流
動
資
金
の
九

O
%以
上
を
し

め
て
い
る
。

解
決
工
業
流
動
資
金
問
題
的
正
確
途
径
、
人
民
日
朝
、
一
九
五
八
年
八
月
究
目
。

国
務
院
、
関
於
人
民
公
社
信
用
部
工
作
中
幾
個
問
題
和
国
営
企
業
流
動
資
金
問
題
的
規
定
、
華
法
、
一
九
五
八
年
七
|
十
二
月
。

財
政
部
中
国
人
民
銀
行
、
関
世
国
営
企
業
流
動
資
金
改
白
人
民
銀
行
統
一
管
理
的
補
充
姐
定
、
華
法
、
一
九
豆
九
年
一
六
月
。

中
国
人
品
銀
行
・
財
政
部
、
関
於
国
営
企
業
流
動
資
金
改
由
人
民
銀
行
統
一
管
理
和
資
金
転
帳
中
間
幾
個
題
的
通
和
、
華
法
、
一
九
五
九
年
一

六
月
。

川
問
中
国
人
民
銀
行
、
関
於
加
強
採
購
賢
金
管
理
問
題
的
報
告
、
華
語
、
一
九
五
九
年
一
|
ハ
月
。

ω
財
政
部
・
中
国
人
民
銀
行
総
行
、
関
於
認
真
核
定
流
動
費
金
管
躍
的
連
合
通
和
、
中
央
財
政
法
規
掌
編
、

7

九
五
九
年
。

同
閏
務
腕
対
財
政
部
中
国
人
民
組
行
関
於
改
選
国
営
企
業
流
動
資
金
供
応
耕
法
的
報
告
的
批
複
、
華
法
、
一
九
六

ο年
七
六
一
年
十
二
月
。

財
政
部
中
間
人
民
銀
行
、
関
於
改
造
国
首
企
業
流
動
資
金
供
給
勢
法
的
謹
相
官
具
体
規
定
、
華
法
、
一
九
六

O
年
七
|
六
一
年
十
二
月
。

(2) (1) 



(吋 (6)

商
業
企
業
流
動
賃
金
管
理
実
行
新
排
法
、
人
民
手
冊
、
一
九
六
一
一
年
、
二
一

O
l
一
一
一
一
頁
。

張
U
寛
、
降
低
商
業
流
通
費
用
為
国
家
暗
黒
資
金
、
大
公
報
、
一
九
六
三
年
二
月
十
四
円
。

大
公
報
社
論
、
担
行
協
助
商
業
部
門
改
善
経
営
管
理
的
途
径
、
一
九
六
=
一
年
丘
月
十
四
日
。

大
公
報
弘
前
、
布
一
畑
商
陪
都
要
犯
資
金
管
野
、
一
九
六
一
二
年
五
月
十
九
日
@

(8) 先
に
定
額
貸
出
利
了
率
を
紹
介
し
た
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
銀
行
業
務
が
国
行
に
集
中
し
て
い
る
た
め
、
す
べ
て
の
利
子
率
も
ま

た
国
行
に
よ
っ
て
画
一
的
に
決
定
さ
れ
る
。
国
行
貸
出
利
子
は

ω白
己
流
動
資
金
を
ま
ず
運
用
さ
せ
金
額
的
・
時
期
的
に
信
用
資
金

ω経
済
計
算
制
を
実
施
さ
せ
資
金
の
回
転
を
は
や
め
る

紛
園
行
の
業
務
費
用
を
補
充
す
る
収
益
要

の
無
制
限
使
用
を
さ
け
さ
せ
る

因
と
す
る
等
の
性
格
壱
も
っ
て
い
る
。
資
金
の
節
約
・
合
理
使
用
を
促
進
す
る
機
能
も
あ
わ
せ
強
調
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
金
融
調
節
の
作

用
を
無
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
景
気
調
整
手
段
と
し
て
の
意
義
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。

北
京
・
天
津
解
放
時
、
市
場
貸
出
利
子
率
(
月
利
%
V
は
大
九
%
に
達
す
呂
高
率
で
あ
っ
た
が
、
国
行
利
子
率
は
こ
れ
よ
り
逢
か
に
低

〈
決
定
さ
れ
、
以
来
一
貫
し
て
引
下
政
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
一
九
四
九
年
工
業
六

l
一
二
、
商
業
七
・
五
一
五
、
五

O
年
三
月
統

一
国
家
財
政
経
済
工
作
の
実
施
に
よ
り
物
価
安
定
し
、
平
均
一
一
・
五
と
な
り
、
五
二
年
三
反
五
反
運
動
以
後
関
内
(
長
域
以
南
)
主

業
0
・
六

1
0
・
九
九
、
商
業
一

I
l
-
-
一
一
、
東
北
工
業

0
・
一
-
七

l
0
・
三
九
、
商
業

0
・
五
一
占
五
コ
年
十
月
過
渡
期
の
総
路
線

が
公
布
さ
れ
、
地
域
別
利
子
率
壱
解
消
し
て
全
国
統
一
的
に
工
業
定
額

0
・
四
五
、
超
定
額

0
・
四
八
、
定
額
超
定
額
未
分
離

0
・回

大
、
商
業

0
・
六
九
、
五
五
年
十
月
第
一
次
五
個
年
計
画
実
施
後
工
業
一
般

0
・
四
八
、
結
算

0
・
=
つ
踊
業
一
般

0
・
六
、
結
算

0
・
=
一
、
五
七
年
十
月
社
会
主
義
改
造
の
基
本
的
完
成
、
都
市
農
村
関
係
の
根
本
的
変
化
・
社
会
主
義
経
済
成
分
の
絶
対
的
優
勢
・
産

業
間
隔
差
の
縮
少
等
の
情
況
を
背
景
に
産
業
別
利
子
率
を
統
一
し
て
工
・
商
業

0
・
六
と
し
た
。
五
九
年
一
月
人
民
公
社
化
後
の
資
金

管
理
制
度
。
改
善
に
と
も
な
い
利
子
体
系
の
大
改
訂
が
行
な
わ
れ
た
が
、
工
・
商
業

0
・
六
を
継
続
、
た
だ
し
流
動
資
金
の
国
行
統
一

中
間
に
お
け
る
闇
営
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用
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三
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中
国
に
お
け
る
国
営
企
業
流
動
資
金
と
銀
行
信
用

貸
出
を
機
に
結
算
貸
出
利
子
率
を
廃
止
し
た
。

第
九
十
三
巻

二
六
八

第
四
号

五
O 

(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

鐘
塗
思
、
国
家
銀
行
利
率
政
策
的
成
功
、
経
済
周
報
、
一
九
五
三
年
、
二
六
。

中
国
人
民
担
行
、
関
於
工
商
業
放
款
政
策
及
調
整
利
息
酌
指
示
、
財
法
、
一
、
上
。

中
国
人
民
組
行
降
低
存
放
款
利
率
、
新
華
月
報
、
三
三
。

人
民
担
行
当
前
調
整
利
率
的
意
義
、
中
国
金
融
、
一
九
五
三
年
、
二
二
。

楊
培
新
、
関
於
我
国
的
利
率
問
題
、
新
華
月
報
、
七
=
一
。

中
国
人
民
担
行
、
関
於
調
整
現
行
費
款
利
率
的
報
告
、
華
法
、
一
九
五
』
年
七

l
十
二
月
。

人
民
担
行
対
降
低
儲
備
存
款
利
率
和
統
一
各
項
放
款
利
率
有
関
問
題
的
補
充
規
定
、
人
民
手
冊
、
一
九
五
九
年
、
三
七

O
頁。

中
国
の
流
動
資
金
貸
出
制
度
は
上
述
の
通
り
数
次
の
改
変
を
み
て
い
る
。
こ
の
度
々
の
改
変
に
対
し
て
は
改
変
に
し
乙
も
な
う
見
通
し

が
近
視
眼
的
で
あ
り
、
改
変
が
改
変
を
よ
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
と
す
る
批
判
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
定
額
流
動
資
金
を
財
政
、
超
定
額
流

動
資
金
を
信
用
に
よ
っ
て
解
決
す
る
制
度
の
基
本
は
一
貫
し
て
堅
持
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
度
重
な
る
改
変
も
可
能
で
あ
っ
た
と
さ

え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
改
変
は
お
そ
ら
く
未
経
験
の
政
策
実
施
に
不
可
避
的
な
試
行
錯
誤
の
結
果
で
も
あ
り
、
ま
た
そ

れ
ら
が
現
実
の
客
観
条
件
に
照
応
す
る
時
宜
を
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
経
済
の
回
復
と
発
展
の
実
蹟
か
ら
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
貨
幣
流
動
の
問
題
・
企
業
間
信
用
と
未
返
済
貸
出
の
処
理
問
題
等
に
つ
い
て
説
明
す
べ
き
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
最
近
中
国
学
会
に
お
い
て
討
論
中
で
あ
り
、
そ
の
推
移
を
考
え
あ
わ
せ
、
稿
を
あ
ら
た
に
し
て
論
評
し
た

し、
。


